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２　実施内容（配点　４０点）

選定基準

評価項目及び評価の観点

１　方針及び基本的な考え方（配点　２０点）

　本市における住居を喪失した者又は喪失するおそれのある者の現状（動向、抱えている課題等）について、
的確に認識しているか。

　本事業の趣旨・目的を的確に把握し、事業運営の基本的な考え方や方針を定められているか。

　業務の実施手順等について、事業所独自の提案がなされているか。その内容は、効果的かつ実現可能なもの
か。

　業務内容は、具体的な手法が示されており、かつ、適切な効果が見込めるものか。

　令和４年４月１日以降における同種・類似の業務実績について、内容、体制が優れ、効果が挙げられている
か。【同種（同内容）業務の実績の有無、類似業務の実績の有無、実績あり・一部あり・無し】

体
制

　従事職員のスキル及び経歴等は本事業の円滑な実施に資するものか。

　本事業の実施体制が十分に構築されているか（従事職員のフォロー、監督に関すること）。

　従事職員が履修する研修内容が、業務内容に応じており、具体的かつ十分なものとなっているか。

３　個人情報の保護等について（配点　１５点）

　一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認証する「プライバシーマーク」や「ＩＳＭＳ」を有している
か。【両方、片方、認証無し】

　定期的な研修等により、本市として保護すべき個人情報が適切に理解され、それが継続的に業務に反映され
ることが期待できるか。

　個人情報の流出などの問題が発生した場合、速やかな対応と解決のための適切な対応策が示されているか。

４　業務実績（配点　１０点）

５　独自提案（配点　１０点）

７　その他（配点　１０点）

　京都市公契約基本条例第２条第３号に規定する市内中小企業であるか。

　ＳＤＧｓに資する取組として、これからの1000年を紡ぐ企業認定またはＫＥＳの認証を取得しているか。

６　費用見積額（配点　１５点）

　委託業務の見積り価格は、企画提案書の内容に照らして適正か。（見積額が低価格の者から高順位とし、高
順位の者から高得点を配点、６位以下の者は全者０点とする。）

合計　１２０点（項目：１＋２＋３＋４＋５＋６＋７）　※最低選定基準点は、６５点とし、当該基準を上回った者の中から選定する。


